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  あと、全国学力調査の導入なども検討をされ

ているということで、今回のゆとり教育を導入

する際にもいろんな有識者の方から学力低下の

心配が指摘されたわけですね。どういう方向で

その学力向上に向かうのか、私はやっぱりぶれ

のないように何か検討していただきたいという

ふうに考えているところです。 

○大沼 久委員長 ７番、町田義昭委員。 

○７番 町田義昭委員 きのうもテレビ討論の中

で石原知事と桜井さんがやっておったんですけ

ども、やはり若いうち、子供のうちに最大限に

脳を鍛えなきゃならないよと、そこに脳をルー

ズにしたらそれこそあと詰まらなくなるという

ような話をなされておったんで、それは言葉は

悪いんですけども、もう詰め込むだけ詰め込ん

だ方がいいと、結果としてはいいんだと。だか

ら、今までやってきた日本の教育の原点は間違

っていなかったんだと。しかしながら、その後

のいわゆる学歴社会とか受験戦争というものの

ところの部分については、これは当然修正をし

なきゃならないというようなことを言われてお

ったようですけれども、そのゆとり教育の失敗

の中で落ちこぼれをすくい上げるつもりが学力

差が逆に大きくなってしまったというふうなこ

とまで言われておる人もおるようで、今後非常

に注目をして市民の一人として見詰めていかな

ければならないなと、そんなふうに今思ってい

るところでございます。 

  私は一般質問の中でつまらないことを言って

おった言葉がありますけれども、2010年の中学

生が卒業するときに、2000年の高校入試の模擬

試験をしていただいたらおもしろい結果が出る

んじゃないかなということで言っておるんです

よ。これはひとり言でありますので、気にしな

いでくださいということで結んでおるんですけ

ども、もうそれは皆さん思っておったんでしょ

うけども、もう間違いなく私は学力差は出るな

と。ただ、別な面ですぐれた人間性も生み出し

てくるんで、総体としてはどうなのかわかりま

せんけども、今の受験というものだけを見てし

まうと、やはり父兄の方々は心配な面あるんじ

ゃないかなと、そんなふうに思いますけども、

この2010年に2000年の高校入試の問題を遊びな

がら、いや、遊んではできないな、模擬試験を

解いてもらうなんていうことはできないんでし

ょうか。 

○大沼 久委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 いや、学校では入試に備えて

前の年の入試問題を解かせるなんていうことは

今もやっていますけれども、その問題が残って

おって、そのときの校長なり３年の担当者がそ

ういうふうな考えであれば不可能ではないと思

いますけれども、はっきりした答えは言えませ

ん。 

○大沼 久委員長 ７番、町田義昭委員。 

○７番 町田義昭委員 どうもいろいろとご答弁

いただきましてありがとうございました。これ

で質問を終わりたいと思います。 

○大沼 久委員長 次に順位２番、議席番号３番、

大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 私は通告してあります

浄化槽市町村整備推進事業の１点について質問

を申し上げたいと思います。 

  私はこれまでも何度もこの課題について質問

をさせていただきました。この間、現在平成17

年からの導入に向けて既に各地区の説明会も開

催されておりました。まずもってこれまで鋭意

ご努力いただきましたことに敬意を表するとこ

ろでございます。 

  私はこの事業の導入が必要であるというふう

に申し上げてきた理由として、一つには公共下

水道及び農業集落排水は多額の費用がかかると。

二つ目に現に公共下水道債は15年度末で114億

7,200万、農業集落排水債は16億1,600万という

ふうになっておりまして、到底これは負担金あ

るいは分担金や使用料ではまずまかなえない、
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そのため、一般会計からの繰出金は年々増加し

ていると。三つ目に、そのために公共や農集の

整備計画のない地域との不公平感が増大をして

いると。四つ目として、快適な生活を求める点

から市内全域の早急な排水設備の要望が強まっ

ていると。五つ目として、河川汚染の大きな要

因は生活雑排水であって、その改善を進めてい

く必要がある等々から集合処理中心の排水対策

から合併浄化槽による整備に移行していく必要

があるということから申し上げましたところで

あります。 

  工事費用で見ますと、これも一般質問で回答、

予算総括でしたか、市側から回答をいただいて

いるわけでありますが、大久保農業集落排水は

工事費として１戸当たり約1,010万かかったと。

今泉が540万だと。公共下水道については処理

場の建設等も含めまして１戸当たり370万ほど

かかっているということに対して、この浄化槽

については100万程度でいけるということから

も効率的であるということは明らかだというふ

うに思っております。 

  そこで、市長にお伺いしますけれども、この

事業の基本的コンセプトについて市長のお考え

をお聞きしたいと思います。どうも私が何度も

しつこく質問するからと、だから導入だなんて

いう話も一部出ているようでありますが、決し

てそういうことはないと思いますので、市長の

お考えをお伺いしたいと思います。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 お答えをさせていただきます。

ご指摘のようなやっぱりまず個人の負担を軽減

するということが大切だと思いますね。これは

やっぱり浄化槽の普及促進を図らなきゃいけな

い、しかし個人負担が高いとなればこれはなか

なか難しくなってくる。これを軽減する、これ

が第一で、その次はやっぱり維持管理ですね。

これも結構かかるんですよね。個人で私のうち

もやっておりますが、女房が時々こんなにかか

るのということになってくる。これがやっぱり、

維持管理も市が管理するということになればあ

る程度安く十分できると。 

  それから、ご指摘の排水によって水路河川な

どが環境が悪化するのではないかというご質問

が、あるいは懸念があると。これについてはや

っぱり高度処理をするということで、河川の水

質浄化を推進できると、こういったところが一

番大きな三つではないかと私は思っております。 

  なお、個々具体的には建設課長がご説明申し

上げますが、市長として理解しているのはそう

でありまして、何も大道寺委員と私は友達だか

ら、大道寺委員が言ったから僕がいいよなんて

いうことではありません。私は公平に市の皆さ

んの、この浄化槽についてよくしたいと、こう

してその観点から推進しておるということはご

理解いただきたいと思います。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 私も決してそうは思っ

ていませんで、市長が言われましたような、理

由ということで正しいんだろうと思います。 

  もう一つは、先ほど町田委員も改革というお

話も言われたわけですけれども、結局今までの

集合処理のやつをそのままやったらこれ相当の

財政負担になるんですね。私はこれで転換して

いくことによって、将来も含めて相当、いわば

改革だろうと、行政改革何も民間委託だけじゃ

ありませんで、こういうむだな、結果としてむ

だな費用をかけたわけですね、特に大久保なん

か見ますと。そういうものをどんどん同じこと

をしていったら、結局は後年度負担がどんどん

ふえるということですから、そういう意味でい

わば改革の一つだろうというふうに私は思って

いるんです。そういう意味での導入に対する考

え方をやっぱり持たなきゃいけないんだろうと

いうように思いますので、ぜひそういうことで

導入に向けて進めておられるわけですから、そ

ういうことをぜひ考えながら進めていただきた
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いと思います。個人負担の軽減とありました、

個人負担の軽減について、後ほどまたご質問さ

せていただきたいと思います。 

  次に、導入地域と整備が必要な戸数について

どの程度かということでありますが、導入地域

は当然特別環境公共下水道、俗に言う特環を含

めた公共エリア以外はすべて今回の市町村設置

型で進めるということになるとの考えだと思い

ますけれども、あわせまして特環エリアで考え

ている地域でも費用対効果の点でこの市町村型

の浄化槽で進めると、こういう考えだというふ

うにお聞きをしているわけでありますが、改め

てお聞きをしたいと思います。その場合の整備

が必要な戸数についてもお聞きをしたいと思い

ます。いわゆるこの市町村型でどの程度の戸数

が整備が必要とするのかということでお聞きし

たいと思います。 

  さらに、年間の整備予定数について、これは

何年で導入地域の必要な戸数を整備するかとい

うふうに聞いた方がよろしいんだと思いますけ

れども、その点についてどのように今お考えに

なっているか、建設課長にお伺いしたいと思い

ます。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答え申し上げます。現在、

特定環境保全公共下水道事業、いわゆる特環で

ありますが、実施するために西根、川原沢、草

岡と致芳、五十川、白兎の一部地区を調査して

おります。調査区域内の戸数は合わせまして約

560戸ほどになっております。うち、特環で取

り組む事業を差し引きますと、68戸分がこの浄

化槽市町村推進整備事業で取り組む予定をして

おります。 

  また、今後の目標でございますが、現在公共

下水道事業、農業集落排水事業区域以外におけ

る単独浄化槽及び未処理世帯数は約3,200戸と

いうふうになっております。今後10年で浄化槽

整備事業については約1,000戸、31％を目標に

したいと、それで公共下水道事業、農業集落排

水事業及び合併浄化槽を合わせた生活排水処理

整備率と申しますが、これを約80％を目指した

いというふうに思っております。平成17年度は

当該事業の初年度ということもありまして、多

少昨年並の戸数を予定しておるところでござい

ます。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 3,000戸、恐らく特環

エリアでも市町村設置型も入れまして約3,200

戸ですね。これ10年で1,000戸ですと、30年か

かるということですね。30年、計画的にという

ことでしょうけど、30年待ってくださいという

ことになりますと、その後もう一遍質問します

けれども、いわゆる今個人の設置型というのが、

今個人補助のやつはなくなるわけですね。全部

すべてこれ市町村設置型で進めるということで

すから、希望してでもとにかく年間100基とい

うことですか、計算しますと。30年って本当に

どうなんでしょう、詳しく言うと32年か。まあ

今までの反省を踏まえてそんなにばんばんお金

を使うわけにいかないということなんでしょう

けれども、考え方としてもう少し早目に整備し

ていくということも視野に入れて検討はできな

いんでしょうか。もう一度お願いします。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答え申し上げます。計算

でいきますと30年ということになりますが、ま

ずどのくらいの申請が来るのか、その辺を見き

わめてやっぱり計画を変更しなければならない

というふうに思っております。計算上は30年で

すが、それなりの申請が多くなれば短期間に整

備するような計画も必要かというふうに思いま

す。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 わかりました。これは
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まだ今地区の説明会をどんどん進めているわけ

ですから、これから具体的にそれぞれどういう、

いろんな要望もあると思いますし、ぜひやって

みたいという方も、待っているという方もおり

ますから、その辺は実際にどれだけの申請があ

るかで考えたいということですから、それにつ

いてはぜひそういう形でお願いをしたいと思い

ます。 

  その次にでありますけれども、やはりこれま

で進めてきました浄化槽個人設置型の単なる制

度移行というふうに考えているかということで

あります。これは今の質問とダブるんですけれ

ども、私はいわゆる今までの個人設置型という

のは、個人負担は事業費の６割なんですね。個

人負担ですよ。４割補助ということになってい

ます。この制度が実はなくなるということなん

ですけれども、そうしますと、この市町村設置

型一本ですから、これが単なる個人設置型の移

行ということではないわけですね。そうであっ

てはならないと思うんです。それなら同じこと

ですから。個人負担が少なくなると言いますけ

ど、後ほど使用料とかの話になると決してそう

ではないような計算になっているものですから、

単なるこれ、ということじゃだめだと思うんで

すね。一つは毎年、今は大体60基程度を予算化

されておりまして、今答弁ありましたように、

年間約100基ぐらいしたいということですから、

これは上回っていきますから、私は単なる移行

ではないと思うんですけれども、それと同様に、

個人からの申請分を先着順に整備するという方

式だとすれば、個人設置型とあんまり変わらな

いんではないかとこういうように思うんです。

その点についてどのようにお考えになっておら

れますか。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。これま

で、平成16年度までの個人設置浄化槽事業では

ほとんどの方が未処理世帯の方の申請というふ

うになっております。この事業、当該事業では

単に未処理世帯の浄化槽事業に切りかえるとい

うようなことでなくて、以前単独浄化槽事業が

大分設置された時期がありますから、そうした

人たちを切りかえることによりまして水質浄化

を図れるというようなことがありますので、ぜ

ひそちらの方も促進してまいりたいというふう

に考えております。 

  ですから、単なる切りかえということでなく

て、さらに促進を図って、さらに多くのこの事

業に参画していただくようにＰＲ活動をしてい

きたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 それはそういうことな

んでしょうけど、個人から申請ありましてそれ

を先着順にずっと送っていく、あくまでも個人

ですと、こういうことですよね、言われている

のは。それは単独から合併に切りかえてもらう、

それは促進するというのはいいんですけど、実

際にやる場合にはそれであっても申請をもらっ

たやつから先着順にやっていくわけでしょう。 

  これは実は私、これを何で質問しているかと

言いますと、いわゆる面的整備しないと申請が

ばらばらばらばら、もう全部この長井市のエリ

ア、みんなばらばらに申請してくるわけね、ば

らばら。そうすると１戸だけでも、後ほども申

し上げますけど、例えば放流先をどうするかな

んていう問題、大変な問題になってくるんです

よ。整備、じゃあどうしますかという問題があ

るんですけれども、整備するときにばらばら全

部していかなきゃいけない。１戸あってもそこ、

放流先問題であればそこを整備しなければいけ

ないと、こういう問題が出てくるんですね。私

はこれを前に質問したときは、ある程度やっぱ

り集落単位にまとまってやるような話だったん

です、当初出たときは。そういうふうに記憶し

ているんです。それがいつの間にかそうじゃな
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いという、この間環境省の方が来られたときに

はそうじゃないと、とにかく市町村、個人申請

でやるんですと、こういうことですから、どう

もそれに変わってきちゃったんですけども、私

はある程度集落の中で、ぜひ皆さん一緒にやろ

うというところあれば、そこは積極的にやっぱ

りやっていくという方式を考えるべきじゃない

かと思うんです。 

  例えばですね、そういうのを優先していくと。

そういうブロック制も含めて、例えば100基だ

ったら100基の中で、そういうものを優先とし

て集落で進めていただくところは、そういうふ

うなことで推進していただくという、そんな方

式ができないのかどうかというふうに思うんで

すけども、それについてどういうふうにお考え

になっているかお聞きいたします。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。そうい

った集落単位の申請がまとまってご相談あれば、

ぜひ計画的に考えたいというふうに思っていま

す。先ほど委員の方からもご指摘があったよう

に、排水路の整備などは計画的に効率よくでき

ますので、例えば事前に前年度あたりにそうい

った協議、相談があればぜひ次年度にそういっ

た計画的に整備する方法についても今後の課題

だというふうに思っております。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 わかりました。ぜひ、

そういうことで進めていく方が面的にはどんど

んそういう整備になっていくということだと思

うものですから、効率的には非常にいいんじゃ

ないかと、それが全部というわけにいかないと

思うんですね。どうしても個人で、今まで個人

設置で60基分してきましたから、個人申請で。

だから、それはそれでやっぱり残していかない

と今度、せっかくやりたいのにできないという

問題が出てきますので、その辺うまく組み合わ

せてやっぱりやっていかなきゃいけないじゃな

いかなというように思いますので、その点につ

いてはよろしくお願いしたいと思います。 

  もう一点は、既に設置済みで、個人設置で進

めてきたところがありますね、浄化槽。ここだ

けは全く個人でやってくださいと残っちゃうん

です。その辺はほかの導入しているところはい

ろいろなやり方をやっているわけですね。市に

寄附いただくとか、自治体にね。その辺につい

ては、今回この長井市で導入しようとしている

今回の場合の、いわゆる設置済みの浄化槽の扱

いについてはどのようにお考えになっているか

をお伺いします。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。既に合

併浄化槽を設置されている世帯につきましては、

基本的には引き続き使用していただくことにな

ります。新たに長井市が実施いたします浄化槽

整備推進事業におきましては、よりきれいな処

理水を排水するために高度処理型を採用するこ

とにしていますので、今まで補助を受けて浄化

槽を設置した世帯においても、一定期間、これ

は国の方からお話を聞きますと７年程度経過す

ればこの浄化槽の補助を受けることができると

いうようなことでありまして、当該事業に切り

かえて設置することが可能になると思います。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 この辺になると本当に

理解いただけるかどうかという問題があるんで

すが、７年経過後はまた別に補助を受けられる

ということですから、そのときに考えてくださ

いと、こういうことですね。耐用年数30年です

から恐らくそういうことをする人はいないと思

うんですね、多分。だから、その辺は、そうは

いっても寄附してくださいと言ってもなかなか

問題いろいろあるでしょうから、ただ課題とし

てはやっぱりその辺をどうするかということは
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引き続き検討をすべき事項かなというふうに私

は思っていますので、ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

  次に、これは一番の課題なんですけれども、

分担金及び使用料についてお伺いしたいと思い

ます。現在検討されている分担金の額がどのよ

うになるのか。そして、その根拠、さらに使用

料についてもどの程度を考えておられて、その

根拠についてどのようになるのかについてお伺

いをしたいと思います。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 現在各地区を回りまして説

明会を行っております。そこで今素案として提

案している負担金及び使用料についてもそこで

お話ししております。それでロックして進める

ということではございませんが、なお説明会で

お話ししている額を申しますと、負担金につき

ましては５人槽で申し上げますと、５人槽につ

きましては16万円、あと使用料につきましては

５人槽で月5,600円というふうなことでお話を

申し上げております。５人槽の16万の考え方で

ございますが、国の負担割合を示す例でいきま

すと、基本事業費93万9,000円、それの１割が

個人負担というふうな例でございます。93万

9,000円の１割ですから９万3,900円というふう

になりますが、プラス長井市は高度処理を採用

しているというようなことでありまして、高度

処理の増額分が14万1,000円というふうになっ

ております。これは下水道の起債の負担割合に

準じまして、２分の１は受益者負担、２分の１

は長井市が負担というふうな原則に基づきまし

て２分の１を個人負担としておりまして、合計

で約16万というような額を算出しております。 

  それから月々の使用料5,600円の内訳でござ

いますが、１カ月当たりの維持管理費、法定検

査も含みまして約１カ月当たり4,885円、それ

に元利償還50％分を個人負担というふうに見て

おりまして、月々に直しますと1,211円、合わ

せまして5,600円というような額を算出してお

ります。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 まず負担金なんですけ

れども、根拠はいわゆる基本事業費、国から来

る補助の分は高度処理型じゃないからその分は

９万3,900円と、93万9,000円の１割、それにプ

ラス高度処理分の半分を負担ということで16万

という計算根拠だと、こういうお話なんですが、

それからしますと、一つは高度処理型でないと

いけないのかと。というのは９万3,900円で済

むわけですね、１割だとね。高度処理型でなけ

りゃならないのかという問題、意見が出てくる

と思うんですが、その辺についてはどうでしょ

うか。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。特にこ

の事業を取り組む地域につきましては、水田な

どの耕作地帯に位置する農村部が多いわけであ

ります。さらに一級河川の上流部に位置すると

ころでもありまして、排水許可の容易性、空掘

りでも許可を得られるような、また河川の水質

浄化を推進して、長井市が進めています水と緑

の花のまちにふさわしい環境をつくるため、よ

りきれいな水を流せる高度処理型を採用すると

いうふうにしております。ぜひご理解をお願い

したいと思います。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 それは理解できます。

できるだけ浄化にすぐれたものを入れていくと

いうのは本当に必要なことだと思うんですね。

本当に河川の汚染というのは大変であります。

特に水と緑と花の長井、一番上に来る水が一番

汚いんではどうしようもありませんから、それ

はそのとおりだと思うんですけれども、問題は

その50％上乗せの関係なんですね。そうします
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と、これはこれで私は理屈通っていると思うん

です、根拠というのは。ただ問題は、それでは

農業集落排水との関係については、整合性はど

うなんだという問題だと思うんです。 

  先ほど申し上げたように、大久保と今泉の関

係を見ますと、これの分担金は大久保が18万で、

今泉15万なんです、15万。先ほど言ったように、

国からの補助の関係を除いて、いわゆる１割個

人負担となっているわけですね、さっき言った

９万3,900円分はね。申し上げた大久保、今泉

の分担金の関係からいうと、工事費が相当多額

なわけです。大久保1,010万ですから、この100

万の浄化槽10基できるということですよね、単

純に計算すると。で、それでいて何で今泉の場

合の15万よりも高い、大久保よりは確かに安い

んですけど、18万と16万でしょう。そういう意

味からすると、いわゆる公平性の点でかなり問

題があるんでないかと私は思っているんですが、

その辺について、しかも農集の場合はいわゆる

宅内配管ですね、家の配管以外は。すべて工事

は市が行うわけですね。排水施設までの管は全

部市がやるわけです。だとすると、非常に問題

があるんだろうと思うんですね、そういう意味

で。ぜひその辺についての、さっき言った農集

との整合性といいますか、公平点という面で、

私はやっぱり負担はちょっと高いんでないかと

思うんですが、その辺について建設課長いかが

でしょうか。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。農業集

落排水事業が先ほど委員がお話ししたように、

非常に高額なコストがかかったというような、

その反省を踏まえて山形県ではそういったコス

トの高い事業はやらないんだというような反省

を踏まえてこの事業を推進して、国の方でも推

進してきております。ですから、この事業の取

り組み方に当たっても長井市が後年度負担をこ

の事業で負わないような料金設定についても考

慮すべきというふうに思っております。負担金

につきましては16万というふうに算出したわけ

ですけれども、今泉15万、大久保18万の中に集

落排水事業の負担と同等の負担金というふうに

は言われるんじゃないかというふうに思ってい

ますので、この個人負担16万については妥当な

線ではないかというふうに思っております。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 いや、それ後年度負担、

この前の事業は多額になってきて、ある意味で

はそれを反省を踏まえてこの後年度負担、使用

料の後年度負担を含めてここはそうならないよ

うにって、それはわかりますよ、それは。じゃ

あ、農業集落排水、公共、どんどん一般会計か

ら負担しているわけですね。一般会計から負担

しているということは、結果的にみんな税金投

入なっているわけですよ。片方は整備になって

いないところの皆さんの負担もいただいている

ということなんですね。だから、その考えはわ

かりますよ。じゃあ、逆に言うと、じゃあ農業

集落排水なり公共下水道の今の使用料というの

は、これじゃとってもまかなえないと、じゃあ、

それと同じような計算していったら相当負担し

てもらわなきゃいけないとこうなりますよね。

どうですか、その辺は。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。建設事

業費に、１戸当たりに割りますと先ほど申しま

した今1,000万というふうにはなるわけですけ

れども、個々がそれぞれ1,000万円の恩恵を受

けているかと言いますと、そこは言い切れない

んじゃないかと。1,000万という受益者の戸数

で割り返しますと1,000万ですが、やっぱり管

理センター建設費もありますし、それから道路

に敷設する管渠整備もありますから、単純に１

人当たり1,000万の恩恵を受けているかという

ようなことではないんじゃないかというふうに
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私は思っていますので、合併浄化槽で宅内の雑

排水、それからトイレの排水をきれいな水で還

元していく、そういった目的は同じではないか

というふうに思っております。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 いや、それじゃお聞き

しますけれども、大久保なり今泉の分担金の計

算ってどうなっていますか。どういうふうに決

めていますか。少なくとも1,000万と言ったの

はあそこ180戸ぐらいですか、大久保の集落は。

そうすると1,000万の18億かかったということ

ですか。そういう計算でいって、さっき負担１

割個人１割ですよと言ったんですけど、そこは

じゃあ今泉なり大久保なりどういう計算で分担

金を決めているのか、ちょっと教えていただけ

ますか。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。当時農

林課で事業を推進した関係で、その負担金の決

定に関してはちょっと私の資料ではちょっとわ

かりかねますので、すみません。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 いや、確かにそれは議

会でもそれを了解としたんでしょうから、した

んですよね、したんですから、それを言われる

と非常に困るんですけど、ただ非常にそういう

意味では、それから今度使用料の話ですけど、

使用料は公共と農業と同じですよね。これは同

じにしなきゃいけないというやり方しているん

です。これ非常に比較難しいですよね。この市

町村の使用料と農集の使用料、じゃあ整合性ど

うですかときてもなかなか難しいですよね。片

方は使った水道料に対し幾らになっていますか

ら。非常にわかりにくいんですけれども、一番

問題は後年度負担というのが出てきたというの

は、これ1,000円あるんです、1,200円ですか、

これが今度逆に言いますと、こういう計算もで

きるんですよ、個人設置型の計算でいきますと、

個人設置型、これちょっとこういう計算が成り

立つかどうかわかりませんけど、いわゆる基準

工事費が93万9,000円としますと、個人設置型

の場合６割ですから56万4,000円が個人負担な

んですよ、基準工事費からいくとね。今出てい

ます、今考えをお聞きしました市町村設置型の

予定負担金というのは16万なんです。そうする

と、個人からすると40万4,000円の自己負担軽

減額になるんです。ところが使用料まで入れま

すと、使用料の法定点検料とか清掃料か、法定

検査費用、消毒剤なんかは、これは一緒ですか

ら、個人設置型と市町村設置型と同じとしまし

て、後年度負担、それを計算しますと、年間１

万4,575円かかる、この分が上乗せになってい

るという計算なんですよ。その１万4,575円を

耐用年数の30年で計算しますと43万7,000円。

さっき言った負担金額40万4,000円ですから、

こういう計算でいきますと３万3,000円高くな

るんですよ、個人設置型より、後年度負担する

からと。こんな比較でいった場合、高度処理じ

ゃなくて、いや、今のままの個人設置型でいい

やと、こうなっちゃう可能性あるんじゃないか

と思うんですけどね、そういう計算成り立ちま

すか。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。ただい

まの比較は普通の合併浄化槽と、それから高度

処理の比較になっているかと思いますが、個人

で高度処理を設置した場合と比較しますと、10

万ちょっとは有利な分になるかと思います。 

  それから、後年度負担の月々1,200円の内訳

ですけれども、元金の個人の償還分として30万

9,500円ほど見ております。月々になりますと

860円ほどになっておりまして、残り分は元金

に対する利子分で、月々350円ほどになってお

ります。 

  以上です。 
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○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 じゃあ、それは確かに

高度処理と普通のやつで比較していますから、

高度処理を入れた場合の計算でいくとそうなる

でしょうね。ただ、今個人設置よりも結果高く

なるんだったら、個人設置型そのままでいいと

なりますよ。高度処理にしてくださいというの

は、市側としてそういう政策的に河川をきれい

にしなきゃいけない、高度処理を導入するんだ

と、こう言っているわけですから。だから、そ

の辺が非常に理解を得にくいところなんですよ

ね。得にくいところ。特にその後年度負担とい

うのは非常にわかりにくいと言われているんで

す。 

  じゃあもう一点、ほかの導入しているところ、

高畠、飯豊ですか、近くでいきますと。その辺

の使用料なり負担金ってどのようになっている

か教えていただけますか。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。県内で

進めています浄化槽市町村整備事業につきまし

ては、庄内でいきますと酒田市が行っておりま

す。酒田市は負担金30万円であります。上山市

が高度処理を使っていませんが９万3,000円。

高畠町は９万3,900円、飯豊町は20万円となっ

ております。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 それぞれ理由があるん

でしょう。高くしているのには高くしている理

由があって。恐らく飯豊町は槽別じゃなくてど

んと５人槽であろうが10人槽であろうが一緒で

すよね、20万円。それはちゃんと、特に郡部と

言われますと集落も非常にばらばらですし、排

水なんかもなかなか難しいところでしょうから、

そういう排水路の整備とか何か全部それやりま

すよということで20万になっているんじゃない

ですか。そうじゃないですか。そこはわかりま

すか。その違い。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えします。私が承知し

ている範囲では、農業集落排水事業の負担金20

万と同額にしたというようなことでお伺いして

います。あと、酒田市も同様です。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 ちょっと午前中時間が

ないものですから、市長にちょっとお伺いしま

す。 

  これやっぱり公平性でないんですよ。だから、

今ね、こういう、さっき言ったように改革で安

く市の負担をやっぱり少なくしなきゃいけない

ということで導入しようということなんですよ

ね、これは。そうしますと、今までやってきた

ことが実は失敗と言ったらおかしいけど、だか

ら、今度新しい事業をやるのは失敗しないよう

に、これ特別会計になると思うんですけど、だ

から、ここの部分は後年度負担を負担してもら

わなきゃいけないと、こうなるんですね。でも、

これ公平なんでしょうか。ということは、農業

集落排水の今までの分とか公共下水道どうする

か。場合によっては特環と言っていますよね、

これからやろうとしているところ。そういうの

がそういう計算でいったら公共下水道より高く

なるっていう計算になる危険性ありますよね。

その辺を全部やっぱり公平にするという点では、

もう少しやっぱりその辺は検討が必要じゃない

かというふうに思うんですが、市長お伺いしま

す。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 それは、ご指摘はそのとおりだ

と思うんです。ただね、おわかりのように、前

の農業集落排水でいうと、結局のところ、それ

を改善してこうなるわけですよ。特に市町村に

ついて膨大な負担になるというからやっぱり市

町村もこれではやっぱりちょっと難しくなって
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くるなということになって、こういう市町村設

置型になってくる、その分で言うと、行政の後

年度負担が少し軽減されるということはこれは

間違いないんです。住民の皆さんにも前のより

も高いと、あるいは後年度負担でも元利償還プ

ラス利息でしょうね、この点についてはやっぱ

り前より悪くなったと、こういうことではだめ

なんでしょうから、行政だけ負担が少なくなっ

たというだけではだめなんでしょうから、行政

が負担少なくなったら、その一部はやっぱり市

民の方にもお返しをしてというふうに考えるべ

きではないかと思います。ただ、私が簡単に約

束できることではなくて、これは審議会等でご

意見をいただきながら、私は市町村設置型でや

るべきだと、これは市町村ぐっと楽になるし、

高度処理というのは入るし、水と緑と花の長井

で言えば、これはやらなきゃいけないと、ご指

摘のとおりです。大道寺委員のご指摘のとおり

でありますから、これをやりながら市民の皆さ

んに対する負担が不公平にならないような、こ

れはやっぱりこれから大いに知恵を出して検討

してみる必要があると思います。 

○大沼 久委員長 ここで昼食のため、暫時、休

憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

     午後 ０時００分 休憩 

     午後 １時００分 再開 

 

○大沼 久委員長 休憩前に服し、午前に引き続

き、会議を再開いたします。 

  それでは、大道寺信委員の質疑を続行いたし

ます。 

  ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 休憩前に市長に考え方

をお尋ねしまして、それも含めて十分検討され

るということであります。 

  そこで本当は終わりなんでしょうけれども、

ぜひいろんな検討の場合ですね、ぜひ参考にと

いいますか、考慮しなくてはいけないことが結

構あるんです、このやつには。要は、農業集落

排水をやるときの分担金なり使用料の決め方と

いうのが、非常にあいまいなんですよね、こう

して見ると。今に来て、結局後年度負担をでき

るだけ少なくしたいためということになるんで

すけれども。例えば大久保の場合、どうしても

１戸だけ、いわゆる浄化槽をつなぎ込むという

やり方をしたんです。 

  これは条例だと思いますけれども、書いてあ

るのではそこの部分のブロアの電気料を使用料

から引いているんですよ、1,000円。そういう

のも条例に入っているんです、ちゃんと。それ

から言いますと、では、今回の場合の市町村設

置型は、電気料は全部個人持ちでしょう、考え

方。そういうのが、すごく矛盾があるんですよ。

その辺も含めてやっぱりきっちりと検討しても

らわなくてはならないんではないかと思うんで

す。 

  同時に、そういう考え方でこれからいきます

よといいますと、今度は特環のところをどうす

るかという問題が出てくるんです。西根の中地

区もやると特環でやるとなっていまして、これ

が本当にそういう計算でいくと、分担金、使用

料なんていうのは、公共と一緒にならないんだ

と思うんです。そういう考え方に基づいていき

ますとね。 

  例えば、では、特環で先ほど言った560戸で

すか、これから整備を考えているというのは。

五十川地区と中地区。これ大体おおよそどれぐ

らいかかるというふうに今考えておられるか、

建設課長お願いします。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 今積算の途中でありまして、

額的にはまだはっきりしていませんが、20億ち

ょっとかかるのではないかというふうに思って

います。 
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  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 20億を560戸で計算し

ますと、１戸あたりすごいまた金がかかってし

まうという話になる。もうこれは約束してます

から、今さら特環をやめるなんてならないんで

しょうけれど。経過から言うとそういうことで

言うと、本当に効率よくすれば、この方式とか

使った方がより早く、より効率的にいくのでは

ないかという論も成り立つんですね。そのとき

に、問題になってくるのは、分担金ないし使用

料をどう決めるかいう問題になると思うんです。 

  ですから、いろいろありますけれど、時間あ

りませんから、余りそこをばっかりやってもし

ようがないんですけれども、ぜひそういうこと

を含めて、全体的にどういうふうなことで決め

ていくかということを、この前のやつはこうだ

ったけれども、そういうのだめだから、こっち

にするというと、新しくしたものが高くなる結

果として、公平という面ではね。その辺が非常

に問題だと思いますから、ぜひそれを踏まえて

十分なる検討が必要だろうと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。あと、そのほ

かの件について、分担金、使用料について、後

ほどまた申し上げますけれども。 

  次に、工事業者及び維持管理業者の選定方法

について質問したいと思います。これはさっき

言ったように、１件１件ごと整備していくとい

うことですから、その場合の工事業者とか維持

管理業者というのは、基本的に入札となるのか

なと思いますが、まず、その点について建設課

長の考えをお伺いしたいと思います。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。まず、

浄化槽の設置に当たりましての業者でございま

すが、これは許可業者が決まっておりまして、

その中で長井市の入札参加願いが出ている業者

ということになります。今年度更新時期であり

ますから、２月にその時期となっております。

当然入札に付すということで考えておりますが、

なるべくであれば、まとまって発注したいとい

うふうに考えています。ただ、おのおのの条件

等それから申請時期も違いますから、場合によ

っては、１個の発注の場合もあると思いますが、

基本的にはまとめて発注したいというふうに考

えています。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 わかりました。できる

だけやっぱりまとめてでしょうね。１件ごとに

入札していくというのは、非常に大変だと思い

ますし、それはそのようになるのかと思います

が。結局先ほどとの関連になりますと、入札で

すから、当然基準工事額より安くなるという感

じですよね。感じから言いますと。だから、そ

この基準工事額で決めた分担金とかいうのが、

割高感になるということも出てくるんです、そ

ういう意味では。それは余りまた先ほどの分担

金の話になってしまうんですけれど。そういう

問題もあると思います。ただ、言われましたよ

うに、やっぱり工事業者はできるだけまとめて

ということだと思いますが、維持管理業者の選

定方法については、同じ考えでしょうか。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。維持管

理業者につきましては、現在長井市で行ってい

る業者は３業者しかございません。この単価に

ついても、今一定の単価で行っておりますが、

来年度から行う長井市の事業として、なるべく

まとめて発注するというようなこともありまし

て、単価的にはもう少し軽減を図るような調整

を図っていきたいと思っています。そういう意

味で、来年にそういった調整の会議も予定して

おりますので、なるべく軽減を図っていきたい

というふうに思っております。 

  以上です。 
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○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 これも恐らく基準の額

から言いますと、やっぱり低くなるのではない

かなとこう思うんですけれども、その辺もあり

ますので、ぜひ検討過程ではその辺も頭に置い

てやっていただきたいとこういうふうに思いま

す。20分までですので、次の点について質問さ

せていただきます。 

  放流先の同意の関係なんですけれども、放流

先としては側溝とか用水路、河川等になるんだ

ろうと思います。その場合、側溝の場合は県の

許可、同意が必要になりますよね。用水路の場

合は、土地改良区の同意が必要だということで

ありますが、説明会等では協議しているんだと

いうことでありますけれども、その結果につい

て、今の状況についてお伺いをしたいと思いま

す。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。道路の

管理者としては、県とそれから長井市がござい

ますが、長井市については、この事業で宅地周

りに水路がない場合というようなことになりま

すが、認める方向で検討しています。県の方に

つきましても、認める方向で今要望しています

が、県内、一体的な取り組みということで、今

県の方で調整を図っておりますので、高度処理、

長井市が管理するというようなことを踏まえて

許可を得られるんではないかといふうに、今見

通しを立てているところです。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 わかりました。用水路、

いわゆる土地改良区との話はどうなっています

か。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 土地改良区につきましては、

長井市においては四つございますが、先日調整

会議を行いまして、おおむね接続することにつ

きましては、異論はございませんでした。ただ、

特に非組合員の施設使用料が非常に高いという

ようなことで、今なるべく軽減を図るような要

望を行っているところであります。それにつき

ましても、調整をこれから行いたいと思います。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 さっき、ちょっと今言

われました土地改良の施設利用になりますから、

利用料金を払わなくてはいけないということで

すよね。当然これは個人負担というふうになる

んだと思いますが、なるんでしょうか。また、

例えば道路を横断して放流しなくてはいけない。

そうすると、道路も占用料金というんですか。

これも伴いますよね。その辺についてはどうな

んでしょうか。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 土地改良区の多目的使用料

と申しますか、それにつきましては、基本的に

は個人負担というふうに考えております。それ

から、道路の占用でありますが、なるべく個人

の占用を伴わない排水計画を立てていきたいと

いうふうに思っております。宅地周りに水路が

ない場合については、宅地に面する公道なり、

私道なりに、側溝なり水路整備をしていくよう

な計画をしていきたいというふうに考えていま

す。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 わかりました。実は、

この放流先の関係については、今個人設置型を

やっているんですけれども、その個人設置型の

場合の放流は、当然管理区の同意を得なさいと

なっているんです。そのために、この管理区で

はその隣接住民なり、いわゆる地権者といいま

すか、その周りにいるですね。それから田んぼ

の所有者の同意も個人でもらってこなくてはい

けないという、これが実は大変だという話が聞
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こえてくるんですよ、今の場合ですね。 

  この市町村の場合は、やっぱり同じくその個

人が同意を得ると得なくてはいけないんだとい

うことなのか、さっき言った改良区との話で、

それはもう基本的には認めるんですというか、

いいですよと。料金は別にしてね。そういうこ

とになるのか、市でそういうこともやってほし

いという要望があるようなんですが。それにつ

いてどういうふうにお考えですか。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。今そう

いった手続の軽減も図れるように、今要望をい

たしまして、先ほどの使用料も同じなんですが、

長井市が申請することによって、そういった軽

減を図られるとすれば、長井市が申請していき

たいと。今のところは基本的には個人というふ

うにお話し申し上げますが、場合によっては市

の方で手続をするというようなこともあると思

います。今後の協議の中でそれを定めていきた

いと思います。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 ぜひそういう非常にこ

れ普及していくとなると、その辺が非常にこう

何というんですかね、個人の要望って結構強い

もんですから、ぜひそういうことで協議をして

いただきたいなというふうに思います。 

  さらに、その次の放流先の整備の関係なんで

すけれども、当然排水路というのは、結構素掘

りが多いんですね、これから整備していって郡

部に入ってきますので、素掘りが多くて、今は

非常に何というんですかね、こうたまってしま

うというような状況になると思うんですけれど

も。その場合のいわゆる放流先の整備について、

それは市でやるというお考えかどうかですね、

ちょっとお聞かせください。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。平成17

年４月から法定外公共物につきましては、国か

ら長井市の方にすべて譲与なることもありまし

て、市が道路水路部分についても管理しなけれ

ばならないということになります。その場合の

整備につきましては、財産管理と機能管理を要

するものの法定外公共物の管理は建設課が行う

ことになりますので、管理者として浄化槽設置

にあわせて側溝、または水路整備をおのおの道

路、河川の分野になりますが、整備していきた

いというような考えを持っています。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 その場合ですね、それ

は大変結構なことなのですが、その場合に、そ

の整備費用というのは、ここのこれは特別会計

になりますよね。その特別会計の中でしていく

のか。それとも一般会計の中で進むのかという

問題があると思うんですけれども、それはどの

ようにお考えになっていますか。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。法定外

公共物につきましても、道路については道路管

理の方で管理していきたいというふうに考えて

います。水路については、河川の方で管理して

いきたいというふうにも考えていますので、新

年度予算において、おのおの予算要求を各係で

行っているところであります。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 これさっき言った負担

金とかの使用料の関係もあるんですけれども、

私はこれは特別会計でやった方がいいような気

がするんです。なぜかというと、一般会計とい

うのは、それぞれ予算をそのとき決めますから、

それだけ優先してやるとはいかないわけないで

すね。維持管理の中でやるとすると。 

  だから、そういうものを含んで、例えば負担

金をこうするのだというのであれば、非常に私
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はわかりやすいんだけれども、これだけ一般会

計でやるという、では、ほかのところ優先順位

つけて、こっち先優先ですと、なかなかいかな

いんではないかと思うんですよ。その辺はどう

いうふうに考えられますか。 

○大沼 久委員長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 お答えいたします。道路管

理者、河川管理者として、今後整備をしていく

というのは、おのおの管理者の責務だと思って

いますので、それを浄化槽の整備にあわせて、

先んじて、前もって整備するというようなこと

で進めていきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 それは建設課長の考え

は、そのとおりでいいと思うんですけれども。

これなかなかいかないのでないかと思うのです。

予算組みして、今でも大変ですよね、今予算す

るのに。どっか削るとなって、そこを優先だっ

たらほかのことできないということになってし

まうんだと思うんですよ。そこの辺は、ぜひこ

れは私もよくあれなんですけれども、財政課も

当然関係あるでしょうから、その辺はぜひ検討

いただきたいというふうに思います。 

  時間がありませんので、さっき市長からも十

分検討するというお話ですから、それは検討は

ぜひお願いしたいと思うんですが。少なくとも

その公平性という面、本当にこれは大事だと思

うんです。例えば公共下水道と農集の今の分担

金というんですか、そこのも違うんですよね。

公共の場合は宅地面積でやりますよ。そしたら

すごいお金になるんですよ。30何万とかって。

それが片方は15万、18万ですね。同じ集合処理

やっていて、そういう決め方になっているんで

す。その辺も十分そういう意味での公平性とい

う、何も浄化槽だけが不公平でないかというの

ではなくて、そういうことがあると思うんです。 

  もう一つは、公共下水道の料金というのは、

下水道審議会で審議されまして、答申に基づい

て、例えば引き上げるとかというやり方は今ま

でしているんですよ。ところが、農業集落排水

とか、その浄化槽の今回の場合の市町村設置型

のような場合は、審議する場ないんです。今例

えば市町村設置型で、説明会をいろいろしてい

まして、いろんな意見が出ていると思うんです

けれども。それが、最終的には議会で結論だと

いうことになるんだと思いますけれども、市民

がいろいろ入って審議する場ってないんですよ

ね、浄化槽とか、その今回の市町村整備事業。 

  私はそれ全体の市の生活排水という面から言

うと、さっき言った公平性も含めて、そういう

ところでやっぱりその市民が入った形で、十分

審議をしていただいて、これからのあり方も含

めてですよ、下水道審議会では10何％、12％ぐ

らいの諮問を受けただけでも景気状況悪いから

と今半分で終っていますよね、今、引き上げが。

持ち越しになっているんですけれども。そうい

うことから言いますと、そういう中で、今は下

水道審議会なんだけれど、いわば全部下水道で

すよ。だから、そこの中で、その実態がどうか

と、公共のこういう排水事業の建設費なんなり

こうだと、維持費こうだと。それに基づいて、

やっぱり市民の意見をいただいて、こう審議し

ていくと、こういうことが必要だと思います。 

  それと、当然ながら、所管の委員会の中でも、

もっともっとこれ議論をやっぱり詰めていかな

くてはいけないんではないかと思うんです。３

月多分条例化ですから、まだ時間あると思いま

すので、そういう方式でこれから進めていただ

きたいと思うんですが、市長のお考えをお伺い

したいと思います。 

○大沼 久委員長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 ご指摘の意見は、そのとおりだ

と思います。私はやっぱり行財政改革のときに、

公共下水道と農業集落排水を一本にしたと、か

つて農林課になったんですよね、農業集落排水



 

―１７９― 

＋

は。国がやっぱりそうなったから、建設省と農

林水産省で、一緒の最終処理場は使わせないと

か、何とかつまらなかったわけですよ。でも、

これもお互いにそういうことはやっぱり一緒に

使ってもいいと、余裕があればということにな

ってきたし、省庁の壁もやっぱりこの間少しず

つ変わってきたと思います。そういった流れの

中で、建設課に１本になったわけでありまして。 

  言ってみれば大枠はやっぱり公共下水道です

から、これは今のこの審議の条例とか何とかで

言えば、審議の事項ではないとすれば、例えば

そういう審議会の協議会でその議論をしていた

だいて、それを参考にして、やっぱりこの我々

も議会の皆さんと相談していくというふうにし

なければいかんのかなというふうに思います。 

  やっぱり改革はどんどん進んでいくわけです

ね。実質よくなるのですよ、これは。それは農

業集落排水よりは特環の方がよくなるし、特環

よりもまあ市町村設置型の方がやっぱりだんだ

んみんな負担が少なくなるというのがあれです

が、一時的にでも新しいものが、市民に負担が

なるということであれば、今までの負担にやっ

ぱり置くとか、そこがやっぱり最低の線にする

とか、その部分はやっぱり議会の皆さんの同意

を得られれば、市としてもやっぱり補助をして

いくとかというようなことは考えていかなくて

はいけない事項だと。特に新しい事業について

は、そこが一つポイントだと思いますので、ご

指摘のとおり考えていきたいと思います。 

○大沼 久委員長 ３番、大道寺 信委員。 

○３番 大道寺 信委員 では、以上で終わらさ

せていただきますが、今言われましたように、

建設課全部抱えて大変だと思います。前のこと

まで質問するとわからないということになって

しまうんですけれども。 

  同時にやっぱり市民の理解を得るには、水を

やっぱりきれいにしていくというところが、な

かなかこのまだ理解いただけない部分があるん

です。そこのところで、ぜひこの推進事業をま

さに推進していくような、それぞれの関係所管

もあると思いますから、ご努力をお願いいたし

まして質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。 

○大沼 久委員長 次に、順位３番、議席番号１

番、我妻昇委員。 

○１番 我妻 昇委員 よろしくお願いいたしま

す。それでは、通告しております２点について、

質問していきますので、ご答弁の方お願いした

いと存じます。 

  まず、最初に、まちづくりの拠点として、旧

郡役所の活用ということにいきたいと思います。

最初に、なぜこの質問をするかと言いますと、

市長が民間でできることは民間でということを、

あらゆる場でこうおっしゃっております。私も

いろんな会合、例えば郡役所で行われているよ

うなイベント、会合、いろんな会議等で市長が

出席なさるとそういう話もします。 

  そこで、１回聞いたときには、郡役所も民間

でできるんではないかというようなこともちら

っと市長の言葉から出てきたということで、そ

れを聞いているこの関係者が、本当なのかと、

その方向は本当なのか、それとも、いや、そう

すべきではないと、あくまでもこれは文化財な

んだという認識の方と、それぞれいらっしゃい

まして、どうもこの市民同士がこう気まずい雰

囲気にこうなっているんではないかなと感じた

ところです。ですから、この市の方針、市長の

考えというものをきちっと聞いて、その市民同

士が気まずくて、話題にも出せないというよう

なそんな状況ではいけないと思いますので、こ

こで市長の考えを聞きたいと思ったところです。 

  最初に、市長よりも教育長から聞いた方がよ

ろしいんでしょうか。単に文化施設としての存

在ではもったいないと、私は思っております。

明治11年建設で、現存する郡役所の中では全国

で２番目に古いというのはご存じのとおりかと




